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令和 8年 2月 11 日 

件名　 

松江市内における食中毒の発生について 

 

内容 

令和 8年 2月 10 日、松江市内の飲食店を利用した者から松江保健所へ「2月 9 日に当該

飲食店を利用した複数の者が嘔吐下痢の症状を呈した。」旨の連絡がありました。 

松江保健所が調査したところ、2月 9日に松江市内の「有限会社　松江皆美館」を利用し

た 6グループ 10 名が下痢、嘔吐等の症状を呈していることが判明しました。 

患者の喫食状況及び発症状況から、松江保健所は同施設を原因とする食中毒と断定し、2

月 11 日から 5日間の営業停止を命じました。 

なお、患者に入院した者はなく、全員が快方に向かっています。 

 

※詳細は、別添資料のとおりです。 

 

【問い合わせ】 

松江市健康福祉部保健衛生課　　　担当：高橋、山坂　　電話：0852-61-2001　 

対応時間：2月 11 日　14：00（終了予定） 



松江市内における食中毒の発生について 

 

１ 概  要 

令和 8年 2月 10 日、松江市内の飲食店を利用した者から松江保健所へ「2月 9日に当該飲

食店を利用した複数の者が嘔吐下痢の症状を呈した。」旨の連絡がありました。 

松江保健所が調査したところ、2月 9日に松江市内の「有限会社 松江皆美館」を利用した

6グループ 10 名が下痢、嘔吐等の症状を呈していることが判明しました。 

患者の喫食状況及び発症状況から、松江保健所は同施設を原因とする食中毒と断定し、2月

11 日から 5日間の営業停止を命じました。 

なお、患者に入院した者はなく、全員が快方に向かっています。 

 

２ 患  者 10 名（松江市 1名、岡山県 2名、大阪府 2名、東京都 2名、 

埼玉県 2名、滋賀県 1名）   

性別＼年代 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 70 歳代 合計 

男  2 2 1  5 

女 1 1 2  1 5 

合計 1 3 4 1 1 10 

    【発症状況】〇発症期間 2 月 9 日 22:00～ 2 月 10 日 9:00 

          〇主な症状 下痢（水様便、軟便）、嘔吐、発熱等 

３ 原因施設 
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  営業者：有限会社 松江皆美館   代表取締役 皆
みな

美
み

 佳邦
よしくに

 

  所在地：島根県松江市末次本町 14 

  業 種：飲食店営業 

 

４ 原因食品 「有限会社 松江皆美館」が 2月 9日に提供した食事 

 

５ 病因物質 調査中 

 

６ 措  置 2 月 11 日から 2月 15 日まで営業停止（5日間） 

 

７ 市民の皆様へ（参考事項） 

 

 

 

 

 

 

【松江市内の食中毒発生状況】 

 発生件数（件） 患者数（名） 

令和 7年（1～12 月） 1 97 

令和 8年（本件を含む） 1 10 

 

令和 8 年 2 月 11 日 

松江市保健衛生課 

TEL:0852-61-2001 

担当：高橋・山坂 

【食中毒予防】 
・調理を行う前には石けんと流水で十分に手を洗いましょう。 
・調理にあたっては、十分に加熱しましょう。 
・嘔吐、下痢等の症状がある場合は、調理を控えましょう。 
・食品は冷蔵庫等で低温で保存しましょう。 


